
徳
島
県
告
示
第
三
百
三
十
七
号

職
業
能
力
開
発
促
進
法
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
六
十
四
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
三
十
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
、
職
業
訓
練
指
導
員
試
験
を
次
の
と
お
り
実
施
す
る
。

令
和
三
年
五
月
十
八
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

一

対
象
職
種

１

実
技
試
験
及
び
学
科
試
験
（
関
連
学
科
）
を
実
施
す
る
職
種

美
容
科

２

学
科
試
験
（
関
連
学
科
）
を
実
施
す
る
職
種

配
管
科

３

学
科
試
験
（
指
導
方
法
）
を
実
施
す
る
職
種

職
業
能
力
開
発
促
進
法
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
四
年
労
働
省
令
第
二
十
四
号
。
以
下
「
省
令
」
と

い
う
。
）
別
表
第
十
一
の
免
許
職
種
の
欄
に
掲
げ
る
全
職
種

二

試
験
科
目

美
容
科

省
令
別
表
第
十
一
の
美
容
科
の
項
実
技
試
験
の
科
目
及
び
学
科
試
験
の
科
目
の
欄
に

掲
げ
る
科
目

配
管
科

省
令
別
表
第
十
一
の
配
管
科
の
項
学
科
試
験
の
科
目
の
欄
に
掲
げ
る
科
目

美
容
科
及
び
配
管
科
以

指
導
方
法
（
職
業
訓
練
原
理
、
教
科
指
導
法
、
訓
練
生
の
心
理
、
生
活
指
導
及
び
職

外
の
職
種

業
訓
練
関
係
法
規
か
ら
な
る
科
目
を
い
う
。
）

三

試
験
の
免
除

省
令
第
四
十
六
条
の
表
の
上
欄
に
該
当
す
る
者
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
試
験

を
免
除
す
る
。

四

受
験
資
格

法
第
三
十
条
第
三
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
で
法
第
二
十
八
条
第
五
項
第
二
号
又
は
第
三

号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
も
の
と
す
る
。

五

試
験
期
日

令
和
三
年
七
月
十
八
日
（
日
曜
日
）
午
前
九
時
二
十
分
か
ら

六

試
験
場
所

徳
島
市
南
末
広
町
二
三
―
六
四

徳
島
県
立
中
央
テ
ク
ノ
ス
ク
ー
ル

七

受
験
手
続

１

受
験
申
請
書
及
び
添
付
書
類
（
以
下
「
受
験
申
請
書
等
」
と
い
う
。
）

受
験
申
請
書
（
省
令
様
式
第
十
一
号
）
、
履
歴
書
、
写
真
（
申
請
前
六
箇
月
以
内
に
撮
影
し
た
上

半
身
、
正
面
脱
帽
の
縦
四
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
横
三
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
も
の
で
、
裏
面
に
氏
名
及

び
撮
影
年
月
日
を
記
載
し
た
も
の
）
及
び
長
形
三
号
の
返
信
用
封
筒
（
表
面
に
郵
便
番
号
、
住
所
及

び
氏
名
を
記
載
し
、
八
十
四
円
に
相
当
す
る
額
の
切
手
を
貼
っ
た
も
の
）
並
び
に
試
験
の
免
除
を
受

け
よ
う
と
す
る
者
は
そ
れ
を
証
す
る
書
面

２

受
験
申
請
書
等
の
提
出
先

徳
島
市
万
代
町
一
丁
目
一
番
地

徳
島
県
産
業
人
材
育
成
セ
ン
タ
ー



３

受
験
申
請
書
等
の
提
出
期
間

令
和
三
年
六
月
十
一
日
（
金
曜
日
）
か
ら
同
月
二
十
四
日
（
木
曜
日
）
ま
で
（
土
曜
日
及
び
日
曜

日
を
除
く
。
）
と
す
る
。
た
だ
し
、
郵
送
に
よ
る
場
合
は
、
書
留
郵
便
と
し
、
同
月
二
十
四
日
ま
で

の
消
印
が
あ
れ
ば
受
け
付
け
る
。

４

受
験
手
数
料

実
技
試
験

一
万
五
千
八
百
円

学
科
試
験

三
千
百
円

注

受
験
手
数
料
は
、
徳
島
県
収
入
証
紙
を
受
験
申
請
書
に
貼
っ
て
納
付
す
る
こ
と
（
消
印
し
な

(一)
い
こ
と
。
）
。

受
験
手
数
料
は
、
申
請
を
取
り
下
げ
、
又
は
受
験
し
な
か
っ
た
場
合
で
も
返
還
し
な
い
。

(二)

５

受
験
票

受
験
申
請
書
等
を
受
理
後
、
本
人
に
送
付
す
る
。

八

合
否
判
定
の
基
準

１

実
技
試
験
並
び
に
学
科
試
験
の
指
導
方
法
並
び
に
関
連
学
科
の
系
基
礎
学
科
及
び
専
攻
学
科
の
全

て
に
つ
い
て
満
点
の
六
割
以
上
の
得
点
が
あ
り
、
か
つ
、
学
科
試
験
の
う
ち
関
連
学
科
の
系
基
礎
学

科
及
び
専
攻
学
科
の
科
目
の
全
て
に
つ
い
て
満
点
の
五
割
以
上
の
得
点
が
あ
る
場
合
は
、
合
格
と
す

る
。

２

実
技
試
験
に
つ
い
て
満
点
の
六
割
以
上
の
得
点
が
あ
る
場
合
（
１
に
該
当
す
る
場
合
を
除
く
。
）

は
、
実
技
試
験
に
限
り
合
格
と
す
る
。

３

学
科
試
験
の
う
ち
指
導
方
法
に
つ
い
て
満
点
の
六
割
以
上
の
得
点
が
あ
る
場
合
（
１
に
該
当
す
る

場
合
を
除
く
。
）
は
、
指
導
方
法
に
限
り
合
格
と
す
る
。

４

学
科
試
験
の
う
ち
関
連
学
科
の
系
基
礎
学
科
に
つ
い
て
満
点
の
六
割
以
上
の
得
点
が
あ
り
、
か
つ

、
当
該
系
基
礎
学
科
の
科
目
の
全
て
に
つ
い
て
満
点
の
五
割
以
上
の
得
点
が
あ
る
場
合
（
１
に
該
当

す
る
場
合
を
除
く
。
）
は
、
当
該
系
基
礎
学
科
に
限
り
合
格
と
す
る
。

５

学
科
試
験
の
う
ち
関
連
学
科
の
専
攻
学
科
に
つ
い
て
満
点
の
六
割
以
上
の
得
点
が
あ
り
、
か
つ
、

当
該
専
攻
学
科
の
科
目
の
全
て
に
つ
い
て
満
点
の
五
割
以
上
の
得
点
が
あ
る
場
合
（
１
に
該
当
す
る

場
合
を
除
く
。
）
は
、
当
該
専
攻
学
科
に
限
り
合
格
と
す
る
。

九

合
格
発
表

令
和
三
年
七
月
二
十
九
日
（
木
曜
日
）
に
合
格
者
の
受
験
番
号
を
県
庁
掲
示
場
に
掲
示
す
る
と
と
も

に
、
合
格
者
に
は
文
書
で
通
知
す
る
。
な
お
、
合
格
発
表
の
日
の
午
後
一
時
か
ら
徳
島
県
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
に
お
い
て
合
格
者
の
受
験
番
号
を
公
表
す
る
。

十

そ
の
他

１

受
験
手
続
等
の
詳
細
を
記
載
し
た
受
験
案
内
及
び
受
験
申
請
書
は
、
徳
島
県
産
業
人
材
育
成
セ
ン

タ
ー
に
お
い
て
交
付
す
る
。
な
お
、
受
験
案
内
及
び
受
験
申
請
書
の
郵
送
を
希
望
す
る
者
は
、
宛
先

を
明
記
し
、
百
二
十
円
に
相
当
す
る
額
の
切
手
を
貼
っ
た
返
信
用
封
筒
を
同
封
の
上
、
徳
島
県
産
業

人
材
育
成
セ
ン
タ
ー
へ
申
し
込
む
こ
と
。

２

こ
の
試
験
に
つ
い
て
の
問
合
せ
は
、
徳
島
県
産
業
人
材
育
成
セ
ン
タ
ー
（
電
話
〇
八
八
―
六
二
一

―
二
三
五
三
）
に
す
る
こ
と
。


